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産業構造審議会知的財産分科会商標制度小委員会の開催経緯 
 

 本小委員会においては、他人の氏名を含む商標の登録要件緩和、コンセント

制度の導入を始め、商標を活用したブランド戦略展開に向けた商標制度の課題

について、検討を行った。 

 

 

 

第 9回小委員会 令和 4年 9月 29日（木） 

議事 （1）商標審査の現状について 

（2）当面の検討課題について 

（3）他人の氏名を含む商標の登録要件緩和について 

（4）コンセント制度の導入について 

（5）Madrid e-Filingにより商標の国際登録出願をする際の本国官庁手

数料の納付方法の変更について 

 

第 10回小委員会 令和 4年 11月 22日（火） 

議事 （1）他人の氏名を含む商標の登録要件緩和について 

（2）コンセント制度の導入について 

（3）送達制度の見直しについて 

（4）書面手続デジタル化について 

 

第 11回小委員会 令和 4年 12月 23日（金） 

議事 報告書案の提示 
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はじめに 

 

事業者は、自らの商品又はサービスと他者の商品又はサービスとの差別化を

図るべく、「商標」を活用したブランド戦略を展開しているが、近年のデジタル

化・グローバル化の進展に伴い、ビジネスの環境が大きく変化し、市場における

競争が激化する中で、需要者が取り得る商品・サービスにおける選択の幅も広が

っている今日においては、「商標」を活用したブランド戦略がより一層重要な役

割を果たすこととなる。 

そのため、既に知財戦略等に取り組んでいる大企業に加え、中小企業や新たに

事業を始めるスタートアップ企業に対しても「商標」を活用した更なるブランド

戦略を支援していく必要があるとともに、近年のビジネスの実情や企業の商標

実務を踏まえ、時代に合わせた商標制度の見直しが求められている。 

また、2022 年 6 月の特許庁政策推進懇談会とりまとめ「知財活用促進に向け

た知的財産制度の在り方」においても「他人の氏名を含む商標の登録要件緩和」、

「コンセント制度の導入」については、法改正の具体的内容について検討を深め

る必要があるとされた。 

 

本小委員会では、商標を活用したブランド戦略展開に資するものとして、2022

年 9月以降、主として「他人の氏名を含む商標の登録要件緩和」、「コンセント制

度の導入」、「Madrid e-Filingにより商標の国際登録出願をする際の本国官庁手

数料の納付方法の変更」について検討を行ってきた。 

本報告書は、上記小委員会における審議内容を取りまとめ、より多くのユーザ

ーに商標制度を活用していただくため、商標制度の見直しについて提言するも

のである。  
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1．他人の氏名を含む商標の登録要件緩和 

（1）現行制度の概要 

①商標法第 4条第 1項第 8号について 

構成中に他人の氏名等を含む商標は、商標法第 4 条第 1 項第 8 号1（以下、

本項において「本規定」という。）に該当し、当該他人の承諾がない限り、商

標登録を受けることができない。本規定の趣旨は、他人の人格的利益の保護に

あるとされている2。 

 

②裁判所における判断、解釈について 

近時の裁判例において、本規定は厳格に解釈されており、「他人の氏名」の

知名度、出願人の知名度の有無等は考慮されず、文言どおり商標の構成中に

「他人の氏名」を含むかどうかで同号該当性を判断している。本規定に関する

主な裁判例については、以下のとおりである。 

 

 事件名／事件番号／訴訟

に係る商標 
説示要旨 

1 

LEONARD KAMHOUT事件 

最高裁 2004年 6月 8日判

決（平成 15（行ヒ）第 265

号） 

争われた商標：商願平 10-

90342号 

｢ＬＥＯＮＡＲＤ ＫＡＭ

ＨＯＵＴ｣ 

（商標法第 4 条第 1 項第 8 号は）括弧書以外の部分に

列挙された他人の肖像又は他人の氏名、名称、その著名

な略称等を含む商標は、括弧書にいう当該他人の承諾

を得ているものを除き、商標登録をできないとする規

定である。その趣旨は、肖像、氏名等に関する他人の人

格的利益を保護することにあると解される。 

2 

山岸一雄大勝軒事件 

知財高裁 2016 年 8 月 10

日判決（平成 28（行ケ）第

10065号） 

争われた商標：商願 2013-

90519 号「山岸一雄大勝

軒」 

山岸一雄事件 

知財高裁 2016 年 8 月 10

日判決（平成 28（行ケ）第

10066号） 

争われた商標：商願 2013-

90418号「山岸一雄」 

商標法第 4 条第 1 項第 8 号の趣旨やその規定ぶりから

すると、同号にいう「他人の氏名」が、著名又は周知な

ものに限られるとは解し難く、また、同号の適用が、他

人の氏名を含む商標の登録により、当該他人の人格的

利益が侵害され、又はそのおそれがあるとすべき具体

的事情の証明があったことを要件とするものであると

も解し難い。 

また、同号の趣旨は、上記のとおり、人の氏名に対する

人格的利益の保護にあるところ、この人格的利益の保

護の要否を、顧客吸引力の有無（周知性や著名性の有

無）により分けるというのも、同号が商品又は役務の出

所の混同のおそれを要件としていないことに照らし、

相当でない。 

 
1 商標法第 4条第 1項第 8号は、「他人の肖像又は他人の氏名若しくは名称若しくは著名な

雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を含む商標（その他人の承諾を得て

いるものを除く。）」を（第 4条第 1項の）不登録事由として掲げている。 
2 工業所有権法（産業財産権法）逐条解説〔第 22版〕1553頁。 



6 

 

3 

KEN KIKUCHI事件 

知財高裁 2019年 8月 7日

判決（平成 31（行ケ）第

10037号） 

争われた商標：商願 2017-

69467号 

 

商標法第 4 条第 1 項第 8 号の趣旨やその規定ぶりから

すると、同号の「他人の氏名」が、著名性・希少性を有

するものに限られるとは解し難く、また、「他人の氏名」

を含む商標である以上、当該商標がブランドとして一

定の周知性を有するといったことは、考慮する必要が

ないというべきである。 

4 

The Soloist.事件 

知財高裁 2020 年 7 月 29

日判決（令和 2（行ケ）第

10006号） 

争われた商標：商願 2017-

126259号 

「ＴＡＫＡＨＩＲＯＭＩ

ＹＡＳＨＩＴＡＴｈｅ

Ｓｏｌｏｉｓｔ．」 

「雅号」、「芸名」、「筆名」及び「略称」については、「著

名な」という限定が付されている一方で、「他人の氏名」

及び「名称」についてはそのような限定が付されていな

い。同号は、氏名及び名称については著名でなくとも当

然にその主体である他人を指すと認識されることか

ら、当該他人の氏名や名称の著名性や希少性等を要件

とすることなく、当該他人の人格的利益を保護したも

のと解される。 

 

③現行の審査運用について 

前述のとおり、本規定は近時の裁判例において厳格に解釈されているとこ

ろ、これを受け、特許庁の審査・審判実務においても、同様の判断が行われて

いる。 

具体的には、出願に係る商標や他人の周知性・著名性、氏名を表記する文字

種の相違（例えば、氏名の漢字表記に対するひらがな、カタカナ、欧文字表記）

等に関わらず、同名の他人（他人が複数存在する場合にはその全員）の承諾が

得られなければ商標登録をすることができないものとして出願が拒絶されて

いる。 

その結果、従来は登録が認められていた、構成中に氏名を含む商標について、

近年、同一人による同一の氏名に係る商標の出願が拒絶されるという事態が

生じている。本規定の解釈の厳格化が顕著になって以降、本規定を理由に審査

で出願が拒絶された主な事例は以下のとおりである。 

 

 近年の拒絶事例 【参考】同一出願人の過去登録例 

1  
（商願 2018-146014 2020年拒絶査定） 

 
（登録第 4293672号 1999 年登録査定）等 

2 
「ヨウジヤマモト」 

（商願 2019-23948 2020年拒絶査定） 
 

（登録第 5178088号 2008 年登録査定）等 
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3 
「ジュン アシダ」 

（商願 2020-160280 2021年拒絶査定） 

 
（登録第 4258861号 1999 年登録査定） 

 
（登録第 4581301号 2002 年登録査定）等 

 

（2）現行制度の課題 

①氏名ブランドの保護の要請と国際的な制度調和について 

商標の構成中に「他人の氏名」を含む場合、当該他人の承諾がない限り、本

規定により拒絶されることとなるため、現行制度に対しては、創業者やデザイ

ナー等の氏名をブランド名に用いることの多いファッション業界を中心に、

本規定の要件緩和の要望がある。 

また、氏名を含む商標が採用されることの多いファッションブランドの多

くは中小企業が展開するものであるところ、そのような中小・スタートアップ

企業のブランド保護の観点からも、本規定を整備する必要がある。 

さらに、米国、欧州、中国及び韓国等の諸外国では、他人の氏名を含む商標

の登録について、他人の氏名の知名度を要件とする制度が設けられていると

ころ、国際的な制度調和の観点からも、本規定の見直しが求められている。 

 

②調査研究の概要について 

前述のとおり、近時の審査・審判・裁判においては、本規定が厳格に解釈さ

れ、構成中に氏名を含む商標の出願が拒絶される傾向にあるところ、学識者・

ユーザー等からは、氏名を含むブランド名の保護に欠けるとの指摘を受けて

いる。そこで、特許庁において、令和 3年度に、国内外における他人の氏名等

を含む商標に関する制度等について調査研究が行われた3。 

調査研究においては、（ア）本規定が他人の人格的利益を過度に保護し過ぎ

ている印象がある等の学識経験者からの指摘、（イ）ファッション業界を中心

に、ブランド戦略上、氏名商標は必要不可欠である等のニーズ、及び、（ウ）

米国、欧州、中国及び韓国等の諸外国において、他人の氏名を含む商標に関す

る制度として他人の氏名の知名度を要件とする制度が導入されていること等

の結果が得られている。 

 

（3）本小委員会での検討 

①本小委員会での議論の概要 

現行制度の課題を踏まえて、事務局から本規定の趣旨を変えることなく、本

規定の「他人の氏名」に一定の知名度の要件を課す方向での法改正を検討する

ことの提案がされたところ、本小委員会においては、本規定で保護すべき人格

 
3 令和 3年度 産業財産権制度各国比較調査研究等事業「他人の氏名等を含む商標に関する

調査研究報告書」（令和 4年 3月 一般社団法人 日本国際知的財産保護協会） 

https://www.jpo.go.jp/resources/report/takoku/document/zaisanken_kouhyou/2021_04

.pdf 

https://www.jpo.go.jp/resources/report/takoku/document/zaisanken_kouhyou/2021_04.pdf
https://www.jpo.go.jp/resources/report/takoku/document/zaisanken_kouhyou/2021_04.pdf
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的利益の範囲、知名度の要件を課すことと本規定の趣旨（人格的利益の保護）

との整合性、一定の知名度の具体的な判断内容、無関係な者による悪意の出願

等の濫用的な出願への対応等を主な論点として検討を行った。 

なお、「他人の氏名」に一定の知名度の要件を課す法改正の方向性について、

憲法及び民法上の人格的利益の考え方に関して意見を伺うため、オブザーバ

ーとして、憲法及び民法の学識経験者である熊本大学大学院人文社会科学研

究部（法学系） 大日方信春教授、京都大学大学院法学研究科 山本敬三教授、

東京大学大学院法学政治学研究科 米村滋人教授を迎えた上で、検討を行った。 

 

②主な論点について 

（ア）本規定の趣旨（人格的利益の保護）について 

前述のとおり、本規定の趣旨は、他人の人格的利益の保護にあるとされて

いるが、知財高判令和 3年 8月 30日（令和 2年（行ケ）第 10126号）〔マツ

モトキヨシ音商標事件判決〕において、本規定は「出願人の商標登録を受け

る利益と他人の氏名、名称等に係る人格的利益の調整を図る趣旨の規定」で

ある旨判示されたところである。 

そこで、事務局から、現行制度に係る課題は、出願人の商標登録を受ける

利益より他人の氏名に係る人格的利益が過度に優先された結果、生じてい

るものとした上で、他人の人格的利益の保護という本規定の趣旨を変更す

ることなく、出願人の商標登録を受ける利益と他人の氏名に係る人格的利

益との調整方法を見直すことが妥当ではないか、本規定の保護する人格的

利益を「出願に係る指定商品・役務と氏名とを結びつけられることによる弊

害又は不利益を受けない権利」と整理できるのではないか、その前提にあっ

て、他人の知名度が高ければ、特定の商品・役務と氏名とを結びつけられる

ことによる弊害又は不利益が大きくなるところ、本規定の「他人の氏名」に

一定の知名度の要件を課す方向で法改正を検討すべきではないか、とする

提案があり、本小委員会ではこれらについて検討を行った。 

本小委員会において、現行制度は他人の氏名に係る人格的利益が過度に

保護されていること、指定商品・役務と氏名との結合により特定の人が想起

されなければ氏名権は侵害されないとして商標登録を認めることは人格的

利益との調整の在り方として是認されること、氏名にまつわる感情侵害を

防止する法益が憲法上のものとされるとしても適切な制約は許されること、

「他人の氏名」に一定の知名度の要件を設けることについては憲法学上の

見地からも違和感がないこと等の意見があり、出願人の商標登録を受ける

利益と他人の氏名に係る人格的利益との調整のため本規定の他人の氏名に

一定の知名度の要件を課す方向で意見が一致した。 

また、他人の氏名に一定の知名度を要件として課すことに関し、本規定の

趣旨、保護する利益、対象について、（ｉ）人格的利益として氏名にまつわ

る感情侵害の防止にあるとする意見、（ii）パブリシティ権の保護対象（顧

客吸引力を有する者）のみとすると狭すぎるとする意見、（iii）パブリシテ

ィ権やアイデンティティに係る人格的利益との衝突が回避可能か整理すべ

きとする意見、（iv）著名な氏名をフリーライドする場面に限定して良いと
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する意見があった。これらの意見を踏まえつつ、後述（ウ）の出願人側の事

情を考慮することも含め、更に制度設計を検討した結果、人格的利益の保護

という本規定の趣旨については、変更しない方向で取りまとめを行った。 

 

（イ）「一定の知名度」の要件について 

一定の知名度の要件に関して、求める知名度の程度（本規定の「雅号」等

と同様の「著名」とするか、又は商標法第 4条第 1項第 10 号等に規定する

「需要者の間に広く認識されている」（いわゆる「周知」）とするか等）や知

名度の判断基準となる需要者の範囲（指定商品・役務の需要者に限定せず、

指定商品・役務を中心としてある程度幅をもった需要者とするか等）の詳細

については、今後、法制化に際して検討を深めるとともに、商標制度小委員

会商標審査基準ワーキンググループにおいて審議していくこととなった。 

 

（ウ）無関係な者による出願等の濫用的な出願への対応について 

本規定に一定の知名度の要件を設けた場合、一定の知名度のない氏名を

含む商標については、無関係な者による悪意の出願等の濫用的な出願を許

すこととなり、他人の人格的利益が侵害されるおそれがあると考えられる

ところ、現行の商標法第 3条第 1項柱書（商標の使用の意思）や同法第 4条

第 1 項第 7 号（公序良俗）等の不登録事由で濫用的な出願の全てのケース

に対応することができるのか、出願人側の事情を考慮することを可能とす

べきではないか、との意見があった。 

そこで、本規定については、「他人の氏名」に一定の知名度の要件を課す

ことに加え、「他人の氏名」を含む出願について「出願人側の事情（例えば、

出願することに正当な理由があるか等）4」を考慮する要件を課すことが適

当である、との意見で一致した。 

具体的な考慮要素等、詳細については、（イ）と同様、今後、法制化に際

して検討を深めるとともに、商標制度小委員会商標審査基準ワーキンググ

ループにおいて審議していくこととなった。 

 

（エ）その他の検討事項について 

本規定には、他人の「肖像」又は「名称」を含む場合にも当該他人の承諾

を得ない限り商標登録を受けることができない旨規定されているところ、

肖像については、個人との結びつきの強さ（氏名のような偶然の一致が考え

にくいこと）から氏名と同様の緩和の必要性は低く、また、名称については、

氏名との性質の違いから、自然人の氏名と同様の保護を認める必要性は低

いといえる。いずれについても、氏名と同程度の改正のニーズが確認されて

 
4 「出願人側の事情」考慮要素の想定例 

・出願人と商標に含まれる氏名との関連性（出願商標中に含まれる他人の氏名が、出願人

の自己氏名、創業者や代表者の氏名、既に使用している店名である場合等）。 

・出願人の目的・意図（他人への嫌がらせの目的の有無、先取りして商標を買い取らせる

目的の有無等）。 
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いないため、現時点において改正の必要性は必ずしも高いものではないと

考えられるところ、本小委員会において、反対の意見はなかった。 

また、本規定の改正後においても、自己の氏名を不正競争の目的なく普通

に用いられる方法で表示して使用する場合は、その氏名の知名度にかかわ

らず商標権の効力を及ぼすべきでないことから、商標法第 26 条第 1 項第 1

号及び第 2 項については、改正の必要性はないと考えられるところ、これ

に対しても反対の意見はなかった。なお、本規定の改正に伴い氏名を含む商

標（現行の本規定との関係で登録が困難なもの）を使用している者の利益が

不当に害されないよう、継続的使用権等を認めるか否かについても、今後、

検討を深める必要がある。 

 

（4）まとめ 

出願人の商標登録を受ける利益と他人の氏名に係る人格的利益との調整の

ため、本規定の「他人の氏名」に一定の知名度の要件を設けること、また、無

関係な者による悪意の出願等の濫用的な出願の防止のため、出願人側の事情

（例えば、出願することに正当な理由があるか等）を考慮する要件を課すこと

が適当である。 

見直し後の本規定の趣旨も、現行法と同様、他人の氏名に係る人格的利益を

保護することにある。一定の知名度の要件と出願人側の事情を考慮する要件

との関係性については、（i）商標に含まれる他人の氏名が一定の知名度を有す

る場合には、人格的利益の侵害の蓋然性が高いと考えられることから、出願人

側の事情のいかんを問わず、本規定により出願が拒絶されることとなり、（ii）

商標に含まれる他人の氏名が一定の知名度を有しない場合は、出願人側の事

情を考慮することで、他人の人格的利益が侵害されるような濫用的な出願は

拒絶されることとなる。これにより、一定の知名度を有する他人の人格的利益

のみならず、一定の知名度を有しない他人の人格的利益についても考慮され

ることになるため、他人の人格的利益の保護という本規定の趣旨が制度設計

において適切に反映されていると考えられる。なお、本規定は「人格権に由来

する権利の一内容を構成するもの」5と位置づけられているパブリシティ権を

も保護するものである。 

また、「他人の氏名」に課す一定の知名度の要件（求める知名度の程度や知

名度の判断基準となる需要者の範囲）及び出願人側の事情を考慮する要件の

詳細については、本規定の趣旨及び本小委員会における議論を踏まえつつ、法

制化に際して更に検討を行うとともに、商標制度小委員会商標審査基準ワー

キンググループにおいて具体的に検討を深める必要がある。 

 
5 ピンク・レディー事件最高裁判決（最判平成 24・2・2 平成 21(受)2056） 

「人の氏名、肖像等（以下、併せて「肖像等」という。）は、個人の人格の象徴であるか

ら、当該個人は、人格権に由来するものとして、これをみだりに利用されない権利を有す

ると解される（中略）。そして、肖像等は、商品の販売等を促進する顧客吸引力を有する

場合があり、このような顧客吸引力を排他的に利用する権利（以下「パブリシティ権」と

いう。）は、肖像等それ自体の商業的価値に基づくものであるから、上記の人格権に由来

する権利の一内容を構成するものということができる」 
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2．コンセント制度の導入 

（1）現行制度の概要 

①商標法第 4条第 1項第 11号について 

商標登録出願に係る商標が他人の先行登録商標と同一又は類似であり、か

つ、当該出願に係る指定商品又は指定役務と先行登録商標に係る指定商品又

は指定役務とが同一又は類似する場合には、当該出願は商標登録を受けるこ

とができない（商標法第 4 条第１項第 11 号（以下、本項において「本規定」

という。））。本規定の趣旨は、商品又は役務の出所の混同防止にあるとされて

いる6。 

 

②諸外国で導入されているコンセント制度の概要 

「コンセント制度」とは、他人の先行登録商標と同一又は類似の商標が出願

された場合（本規定に該当する場合）であっても、当該先行登録商標の権利者

による同意があれば両商標の併存登録を認める制度のことをいう。米国、欧州、

台湾、シンガポール等、既に多くの国・地域で導入されており、グローバルな

コンセント（併存合意）契約を結ぶ場合もあるところ、我が国において同様の

手続がないことから、海外ユーザーによる日本での商標登録の障壁となって

いるとの意見がある。 

 

（2）現行制度の課題 

①過去の検討経緯 

我が国においては、これまでもコンセント制度の導入について議論されて

きたところであるが、単に当事者間で合意がなされただけでは併存する商標

について需要者が商品又は役務の出所について誤認・混同するおそれ（以下

「出所混同のおそれ」という。）を排除できないことや、現行制度においても

アサインバック（出願人と先行登録商標の権利者の名義を一時的に一致させ

拒絶理由を解消する手法）の存在、運用の範囲内での対応の余地があったこと

から、今日まで、コンセント制度は導入されていない。 

 

（参考）我が国における、コンセント制度の検討経緯 

（ア）「商標制度の在り方について」（平成 18年 2月 産業構造審議会知的財

産政策部会報告書） 

コンセント制度は、当事者の同意によって混同を生ずる可能性がある複

数の商標を登録することとなりかねず、需要者の保護という観点からは更

に検討が必要であること、コンセント制度の必要性が指摘される背景には、

現行（平成 18 年 2月時点）の審査において、商品又は役務の類否判断が「類

似商品・役務審査基準」に沿って行われており、必ずしも取引の実情を十分

に参酌しない場合があることも一因となっていると考えられることから、

取引の実情を知る当事者の意見を踏まえた類否判断を行う仕組みについて

検討することが適切であるとされた。 

 
6 工業所有権法（産業財産権法）逐条解説〔第 22版〕1554頁。 



12 

 

 

（イ）取引の実情を踏まえた類否判断の仕組み及び「類似商品・役務審査基準」

の見直し（平成 19年 4月） 

上記（ア）での議論を踏まえて、審査において、「取引実情説明書」を考

慮することができることとしたほか、商品又は役務の類否関係を経済の実

態や取引の実情に合致したものとすべく、「類似商品・役務審査基準」の見

直しが行われた。 

 

（ウ）第 2回商標制度小委員会（平成 28年 7月） 

法改正によりコンセント制度の導入を検討する場合には、①「需要者の利

益」の保護を目的の一つに掲げる商標法の趣旨との関係、②最高裁判決で示

された「商標の類否」の考え方と、コンセントにより「類似であっても混同

は生じないものとする」という概念との関係等、商標制度・実務に与える影

響を踏まえ慎重に検討を行う必要があるとされた。 

 

（エ）第 21回商標審査基準ワーキンググループ（平成 28年 11月） 

「取引実情説明書」の運用の見直しの検討が行われた。具体的には、商標

審査基準（第 13版）において、①商品又は役務の類否判断における取引の

実情の考慮、及び、②出願人と引用商標の権利者に支配関係がある場合の観

点から見直しが行われ、平成 29年 4月から運用が開始された。 

 

（オ）第 3回商標制度小委員会（平成 29年 8月） 

上記（エ）において改訂された商標審査基準における取扱いについて、ユ

ーザーの利用状況をみた上で、改めて我が国におけるコンセント制度の導

入の必要性、導入方法等について、検討を進めていくことが望ましいとされ

た。 

 

（カ）「知財活用促進に向けた知的財産制度の在り方～とりまとめ～」（令和 4

年 6月 特許庁政策推進懇談会報告書） 

コンセント制度の導入に向けて更なる検討を行うべきとされ、商標法第 1

条に定める目的の一つである「需要者の利益」の保護を考慮し、同意があっ

てもなお出所混同のおそれがある場合には審査官の判断で拒絶する「留保

型コンセント」が望ましいとされた。また、併存登録後に出所混同が生じた

場合の取消審判等、事後的な手当も含めて、法改正の具体的内容について検

討を深める必要があるとされた。 

 

②審査基準における運用による対応の限界について 

平成 29年に導入された商標審査基準における運用「商品又は役務の類否判

断における取引の実情の考慮について」及び「出願人と引用商標権者に支配関
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係がある場合の取扱い」は、後者が認められた事例は 500 件超7あるものの、

前者が認められた事例は僅か１件8に止まるところ、いずれもユーザーにとっ

て利用しにくい場面があることが確認されている。 

 

③ユーザーの制度導入に関するニーズへの対応について 

我が国においてはコンセント制度が存在せず、商標同士が類似することを

前提に併存登録を求める場合には、アサインバックの手法が用いられてきた

ところ、その際には、権利の一時的な移転に伴うリスクや、金銭的・手続的負

担があることから、中小企業を含むユーザーからは、より簡便・低廉なコンセ

ント制度の導入を望む声がある。 

また、諸外国にはコンセント制度が存在する一方で、我が国には同制度がな

いため、海外の顧客に対してアサインバックの説明を行う必要があり、それに

伴うトラブルが生じることもあるため、早期の対応を求める声も寄せられて

いる。 

 

（3）本小委員会での検討 

①本小委員会での議論の概要 

現行制度の課題やコンセント制度の導入ニーズを踏まえて、事務局からコ

ンセント制度導入に向けた検討を進めることの提案がされたところ、本小委

員会においては、国際的な制度調和の観点から、コンセント制度の導入におお

むね賛成の意見があったほか、留保型、完全型といったコンセント制度の類型

の整理や、コンセントにより登録されたものであることの J-PlatPat 等によ

る公示の必要性、過去の検討経緯における導入見送りの理由に関する検討の

必要性について意見があった。他方、需要者の利益の保護を念頭に、アサイン

バックの規制の必要性、各国の商標制度の独自性等の観点も踏まえ、コンセン

ト制度導入に反対する意見もあった。これらを踏まえて、コンセント制度導入

の検討に当たって、以下の論点について整理された。 

 

②主な論点 

（ア）制度導入に当たり本規定の適用除外規定を設けることについて 

事務局から、コンセント制度を導入するに当たって、商標法に新たな規定

を設け、所定の場合には、本規定の適用を除外する制度とする提案があり、

本小委員会ではこれについて検討を行った。 

 
7 特許庁 HPに「商標法第 4条第 1項第 11号の審査において、出願人と引用商標権者間に

支配関係が認められた出願の一覧」として 587件が掲載されている（2022年 10月 21日現

在）。 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/sihaikankei.html 
8 特許庁 HPに「商標法第 4条第 1項第 11号の審査において、取引の実情に基づいて、商

品・役務を非類似と判断した出願の一覧」として、1件のみ掲載されている（2018年 12

月 4日現在 ※その後、対象案件が存在しないことから、2022年 10月現在も更新されて

いない。）。 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/jitsujyo.html 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/sihaikankei.html
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/jitsujyo.html
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本規定の趣旨は、前述のとおり、商品又は役務の出所の混同防止にあると

ころ、登録時のみではなく、登録後においても、先行登録商標と出願商標と

の間における出所混同の防止を担保できる制度を採用することで、本規定

の除外規定を設けることに一定の合理性を認めることができると整理され

た。 

また、本規定には、商標権者の権利保護の側面もあるという見解もあると

ころ、先行登録商標の権利者の同意（自身の商標権と抵触する可能性のある

範囲に他人が別の権利を設定することについての同意）が存在することで、

本規定の適用を除外することの理由になり得ると整理された。 

 

（イ）需要者の利益の保護 

商標法第 1 条においては、同法の目的の一つとして「需要者の利益」の保

護を掲げているが、本小委員会において、コンセント制度導入を求めている

のは商標制度を利用している権利者や商標権を取得しようとしている者で

あって、需要者の意見が反映されていないとする意見があったことも踏ま

え、需要者の利益の保護をどのようにして図っていくかについて議論した

ところ、コンセント制度の導入に当たっては、以下のとおり、先行登録商標

の権利者による同意があっても、なお出所混同のおそれがある場合には登

録を認めない留保型コンセント制度を採用し、登録時に出所混同のおそれ

を審査するとともに、登録後においては、混同防止表示の請求、不正使用取

消審判の請求を可能にすることで、需要者の利益の保護を担保することが

できると整理された9。 

 

（ⅰ）登録時 

審査において、先行登録商標の権利者による同意及び出所の混同が生

じないことを説明する資料に基づき、出所混同のおそれの有無を実質的

に審査して登録可否を判断する10。 

 
9 コンセント制度により併存登録された商標について、事後的な措置を手当することに伴

い、設定登録前のアサインバックにより併存登録された商標についても、一方の権利者に

よる商標の使用の結果、他方の権利者の業務上の利益が害されるおそれ（登録商標の出所

表示機能の毀損を含む）がある場合や、当事者のいずれかが不正競争の目的を持って出所

混同を生じさせる使用をした結果、現実に出所の混同が生じている場合には、需要者の利

益の保護を担保するために、混同防止表示の請求や不正使用取消審判請求を可能にすべき

と整理された。 
10 審査における考慮要素の例としては、「現在の両商標の使用状況」、「将来的に混同が生

じないことの取決め」及び「その他、審査官が出所混同が生じないと判断できる合理的な

説明」が想定されており、これらの内容を総合的に勘案した上で、審査官が、両商標の間

で出所の混同が生じるおそれがないと判断できる場合には、商標法第 4 条第 1項第 11号

の適用を除外することが想定されている（ただし、引用商標が著名商標である場合（支配

関係・グループ企業等を除く）や、商標が同一・酷似する場合等、出所混同のおそれが極

めて高いものについては、同号の適用を維持して拒絶することが想定されている。）。した

がって、将来変動する可能性の高い事情はその考慮対象とはならない。 
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（ⅱ）登録後 

一方の権利者による商標の使用の結果、他方の権利者の業務上の利益

が害されるおそれ（登録商標の出所表示機能の毀損を含む）がある場合に

は、商標法第 24条の 4のように、当事者間で混同防止表示の請求を可能

にする。また、当事者のいずれかが不正競争の目的を持って出所混同を生

じさせる使用をした結果、現実に出所混同が生じている場合には、同法第

52条の 2のように、何人も取消審判の請求を可能にする。 

 

（ウ）最高裁判決との関係整理 

過去の最高裁判決（以下の表参照）においては、本規定の類否判断に際し

て考慮することのできる取引の実情は「一般的、恒常的」な事情に限られて

きた。 

しかし、一般的・恒常的な事情に準じたものを考慮することで、実際には

出所混同のおそれが生じないといえるものも存在し得る。 

そこで、本規定の類否判断の方法については維持したまま、法改正により、

当事者間で、将来にわたってその事情（現在の使用状況等、当事者の合意に

よりコントロールが可能な事情）を変更しない旨の具体的な合意が行われ

ていることにより登録査定後に当該事情が変動しないことを担保できるよ

うな場合には、これを一般的・恒常的な事情に準じたものとして、本規定の

類否判断の枠外において考慮することが許されると整理された。 

さらに、本規定との関係では互いに類似する商標であっても、当該事情を

考慮した上で、登録時及び登録後において具体的に出所混同のおそれが生

じないと判断される場合には、本規定の適用を除外する規定を設けて登録

を認めることが許されること、あわせて、登録後、実際に出所混同のおそれ

が生じた場合に備えて、混同防止表示の請求や取消審判請求の規定を設け

ることで、コンセント制度全体として一定の合理性を持たせることができ

ることとされた。 

 
 事件名／事件番号 説示要旨 

1 

橘正宗事件 

最高裁昭和 36 年 6 月 27

日判決（昭和 33（オ）第

1104号） 

商標が類似のものであるかどうかは、その商標を或る商

品につき使用した場合に、商品の出所について誤認混同

を生ずる虞があると認められるものであるかどうかとい

うことにより判定すべきものと解するのが相当である。 
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2 

氷山印事件 

最高裁昭和 43 年 2 月 27

日判決（昭和 39（行ツ）

第 110号） 

商標の類否は、対比される両商標が同一または類似の商

品に使用された場合に、商品の出所につき誤認混同を生

ずるおそれがあるか否かによつて決すべきであるが、そ

れには、そのような商品に使用された商標がその外観、

観念、称呼等によつて取引者に与える印象、記憶、連想等

を総合して全体的に考察すべく、しかもその商品の取引

の実情を明らかにしうるかぎり、その具体的な取引状況

に基づいて判断するのを相当とする。 

・・・また論旨は、硝子繊維糸取引の実情に関する原判示

をもつて、それは実験則といえるほどの普遍性も固定性

もないもので、新製品開発当初の特殊事情に基づく過去

の一時的変則的な取引状況のように主張するが、原判決

がその挙示の証拠および弁論の全趣旨によつて適法に認

定したところは、本件出願商標の出願当時およびその以

降における硝子繊維糸の取引の状況であつて、かつ、そ

れが所論のように局所的あるいは浮動的な現象と認める

に足りる証拠もない。所論によつては本件出願商標の登

録を拒否しえないものといわなければならない。 

3 

保土谷化学工業社標事件 

最高裁昭和 49 年 4 月 25

日判決（昭和 47（行ツ）

第 33号） 

商標の類否判断に当たり考慮することのできる取引の実

情とは、その指定商品全般についての一般的、恒常的な

それを指すものであつて、単に該商標が現在使用されて

いる商品についてのみの特殊的、限定的なそれを指すも

のではないことは明らかであり、所論引用の判例も、こ

れを前提とするものと解される。 

 

（エ）コンセントにより登録されたことの公示について 

本小委員会においては、コンセント制度により登録された商標について、

その事実が容易に把握できるよう、J-PlatPat 等で併存関係を確認できるよ

うにするべきとの意見があった。 

既に同制度を導入している諸外国においては、公報、登録簿、商標検索ツー

ル上でコンセント制度により登録された商標であることが特定できるよう手

当がなされている国とそうでない国とが存在し、また、その確認方法は様々

である。しかし、我が国においては、ユーザーからの要請や、同制度に対する

需要者の懸念緩和の観点からも、J-PlatPat 等で公示を行う方向で調整を進

めるとともに、そのようなシステムの改修等に時間を要する場合には、特許

庁ホームページにおいてコンセント制度により登録された商標の一覧を公表

する等の代替措置を行うべきであると整理された。 

 

 

（4）まとめ 

コンセント制度導入に関しては、反対の意見もあったが、制度設計において

需要者の利益の保護が十分に担保されること、近年、コンセント制度導入に関

するユーザーニーズが高まっていること、国際的な制度調和の要請があるこ
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と等を踏まえ、我が国においてコンセント制度を導入することが適当である

という意見が多数であり、おおむね賛同が得られたことから、本小委員会とし

ては導入を進める方向で取りまとめを行った。 

その制度設計に当たっては、商標法第 1 条において同法の目的の一つとし

て「需要者の利益」の保護が掲げられているところ、これが十分に担保される

よう、先行登録商標の権利者の同意があってもなお出所混同のおそれがある

場合には登録を認めない「留保型コンセント」の導入が適当である。また、コ

ンセントによる登録後に出所混同のおそれが生じた場合や、実際に不正競争

の目的によって出所混同が生じた場合に備え、当事者間における混同防止表

示の請求や不正使用取消審判請求の規定を設けることが適当である11。 

なお、審査における出所混同のおそれの有無の判断に関する具体的な考慮

要素等、詳細については、本小委員会の議論を踏まえつつ、商標制度小委員会

商標審査基準ワーキンググループにおいて具体的に検討を深める必要がある。 

  

 
11 設定登録前のアサインバックにより併存登録された商標についても、出所混同のおそれ

が生じた場合や、実際に出所混同が生じた場合に備え、当事者間における混同防止表示の

請求や不正使用取消審判請求の規定を設けることが適当である。 
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3．Madrid e-Filing により商標の国際登録出願をする際の本国官庁手数料の納

付方法の変更 

（1）現行制度の概要 

「標章の国際登録に関するマドリッド協定の 1989 年 6 月 27 日にマドリッ

ドで採択された議定書（以下「議定書」という。）」は、自己の商標出願又は登

録を基礎として、当該出願を受理し又は登録をした国の所管官庁（以下「本国

官庁」という。）を通じて、世界知的所有権機関（WIPO）国際事務局（以下「国

際事務局」という。）に願書を提出（以下「国際登録出願」という。）し、商標

の国際登録がされることによって、出願人が指定した複数の締約国に商標出

願がされた場合と同一の効果を得ることを可能とする国際出願手続を定めた

条約である。 

 

①国際登録出願に係る手数料について 

議定書上、国際登録を受けるに当たっては、出願人は国際事務局が定める手

数料（以下「基本手数料」という。）及び指定国ごとに定める手数料（以下「個

別手数料」という。）を納付すべき旨規定されており（議定書第 8条(2)）、本

国官庁は、本国官庁で独自に徴収可能な手数料（以下、「本国官庁手数料」と

いう。）の納付を求めることができる旨規定されている（議定書第 8 条(1)）。 

出願人が日本国特許庁を本国官庁として国際登録出願をする場合、基本手

数料及び個別手数料はスイスフランで国際事務局に納付する一方、本国官庁

手数料は日本国特許庁に日本円で納付する（商標法第 68 条の 30 第 1 項及び

同法第 76条第 1項第 3号）。 

 

②国際登録出願における電子出願（Madrid e-Filing） 

従来、日本国特許庁を本国官庁として国際登録出願を行う方法は書面手続

のみであったが、令和 4年 6月から、国際事務局が提供する「Madrid e-Filing

システム」（以下「e-Filing」という。）による電子出願が可能となった。 

e-Filing は、国際事務局のサーバ上で願書の作成及び提出等が可能である

ほか、国際事務局に納付すべき基本手数料及び個別手数料に加えて、本国官庁

手数料も国際事務局に対しスイスフランで一括して納付することができる機

能を備えている。 

 

（2）現行制度の課題 

現行法においては、本国官庁手数料については実費を勘案して政令で定め

る額の手数料とされ、当該手数料は特許庁に納付しなければならないとされ

ていることから（商標法第 76 条第 1 項第 3 号及び同条第 2 項）、e-Filing に

より出願する場合、出願手続並びに基本手数料及び個別手数料の納付手続と

は別に、特許庁への本国官庁手数料の納付手続として、特許印紙を貼付した書

面の提出等が必要となり、e-Filing の利便性を十分に享受できない状況とな

っている。 
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（3）本小委員会での検討 

本小委員会では、本国官庁手数料について、出願人が e-Filingを利用して

国際登録出願をしようとする場合に限り、他の手数料と一括でスイスフラン

により国際事務局へ納付することを可能とし、国際事務局が徴収した本国官

庁手数料は、後日国際事務局から送金を受けることについて検討を行った。 

本小委員会の検討では、本国官庁手数料の納付方法を変更することについ

て、委員の賛同を得た。 

 

（4）まとめ 

上記現行制度の課題及び本小委員会での検討を踏まえ、本国官庁手数料に

ついて、出願人が e-Filingを利用して国際登録出願をしようとする場合に限

り、他の手数料と一括でスイスフランにより国際事務局へ納付することを可

能とするため、商標法について所要の手当をすることが適当である。 
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4．特許制度小委員会で審議された検討課題について 

 

本小委員会では、2022年 9月の第 47回特許制度小委員会において審議された

以下の検討課題について、商標制度にも関わる論点であることから、課題に対す

る対応の方向性について報告を受け、検討を行った。検討の結果、いずれの方向

性についても全ての委員の賛同を得た。 

 

➢ 送達制度の見直し 

➢ 書面手続デジタル化 
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おわりに 

 

ビジネス環境が大きく変化していく中において、事業者のブランド戦略を支

援していくためには、時代に合わせた商標制度の見直しが必要であることは論

をまたない。商標制度の見直しを行うに当たっては、ユーザーの意見を踏まえ

つつ、需要者の利益の保護に十分に留意した制度設計を図っていく必要があ

る。今後も、取り巻く環境の変化に応じて、商標制度の在り方について検討し

ていくことが望ましいと結論づけ、本小委員会において提言する。 




